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我
が
国
の
同
盟
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
）
に
は
、
食
品
医
薬
品
局
（
Ｆ
Ｄ
Ａ
）
が
、
緊
急
時

に
未
承
認
薬
な
ど
の
使
用
を
許
可
し
た
り
、
既
承
認
薬
の
適
応
を
拡
大
し
た
り
す
る
緊
急
使
用
許
可
（
Ｅ
ｍ
ｅ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
ｃ
ｙ 

Ｕ
ｓ
ｅ 

Ａ
ｕ
ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
ｉ
ｚ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
：
Ｅ
Ｕ
Ａ
）
と
い
う
迅
速
に
承
認
を
行
う
制
度
が
設
け
ら
れ
、
実
際
に
実
施
さ
れ

て
い
る
。 

 

日
本
に
も
、
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
「
同
法
」
と

い
う
）
第
十
四
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
に
基
づ
く
条
件
付
き
承
認
制
度
や
同
法
第
十
四
条
の
三
に
基
づ
く

特
例
承
認
制
度
な
ど
通
常
の
承
認
制
度
と
異
な
る
承
認
制
度
が
あ
る
。 

 

も
っ
と
も
、
米
国
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
連
で
Ｅ
Ｕ
Ａ
を
受
け
た
医
薬
品
が
十
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
、

日
本
で
は
、
特
例
承
認
が
二
件
だ
け
で
あ
る
。 

 

薬
事
行
政
に
お
い
て
、
国
民
の
健
康
安
全
を
最
優
先
で
考
え
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
薬
事
行
政
に
お
け
る

国
民
の
健
康
安
全
は
、
薬
の
安
全
性
だ
け
で
は
な
く
、
薬
の
有
効
性
・
有
用
性
に
よ
る
病
気
の
予
防
治
療
に
よ
る
生
命
健
康
の

確
保
に
よ
る
安
全
が
あ
る
。
平
時
に
行
わ
れ
る
製
薬
承
認
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
安
全
性
及
び
有
効
性
・
有
用
性
が
と



 

２ 

 

も
に
十
分
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
が
終
了
宣
言
さ
れ
る
こ
と
な
く
長
期
化
し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
よ
う
な

ま
さ
に
緊
急
事
態
の
場
合
に
は
、
安
全
性
及
び
有
効
性
・
有
用
性
に
つ
い
て
、
検
証
の
精
度
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
新
薬
を
流

通
さ
せ
る
べ
き
事
態
も
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

条
件
付
き
承
認
制
度
に
つ
い
て 

 

１ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
治
療
薬
に
関
し
て
は
、
同
法
第
十
四
条
第
五
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
に
基

づ
く
条
件
付
き
承
認
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
状
、
条
件
付
き
承
認
制
度
に
基
づ
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
治
療
薬
の
申
請
は
何
件
あ
る
か
。 

 

２ 

条
件
付
き
承
認
制
度
に
基
づ
く
申
請
か
ら
承
認
ま
で
の
平
均
期
間
は
一
般
に
ど
の
程
度
か
。 

 

３ 

条
件
付
き
承
認
制
度
に
基
づ
い
て
承
認
さ
れ
る
場
合
、
製
造
販
売
後
に
当
該
医
薬
品
の
有
効
性
、
安
全
性
の
再
確
認
等

の
た
め
に
必
要
な
調
査
等
の
実
施
が
条
件
と
さ
れ
る
が
、
当
該
調
査
等
に
よ
り
承
認
が
取
消
若
し
く
は
撤
回
さ
れ
た
例
は

あ
る
か
。 



 

３ 

 

二 

特
例
承
認
に
つ
い
て 

 

１ 
同
法
第
十
四
条
の
三
に
基
づ
く
特
例
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
は
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
株
式
会
社
に
よ
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
修

飾
ウ
リ
ジ
ン
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

Ｃ
ｏ
Ｖ

２
）
で
四
例
目
で
あ
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

関
す
る
も
の
は
二
件
に
過
ぎ
ず
、
同
感
染
症
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
適
応
で
き
る
制
度
と
な
っ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
政
府
と
し
て
如
何
。 

 

２ 

特
例
承
認
の
要
件
と
し
て
は
、
①
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
病
の
ま
ん
延

そ
の
他
の
健
康
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
医
薬
品
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
医
薬

品
の
使
用
以
外
に
適
当
な
方
法
が
な
い
こ
と
」
と
②
「
そ
の
用
途
に
関
し
、
外
国
に
お
い
て
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は

販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
で
あ
る
こ
と
」
が
規
定

さ
れ
て
い
る
。
要
件
①
に
つ
い
て
は
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
当
然
だ
が
、
②
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
同
感
染
症
パ
ン
デ
ミ

ッ
ク
の
よ
う
な
世
界
で
同
時
進
行
的
に
感
染
拡
大
が
進
ん
で
い
る
場
合
、
日
本
は
他
国
に
遅
れ
る
の
み
で
、
有
用
な
治
療

薬
を
治
療
の
現
場
で
使
い
に
く
い
と
い
う
状
況
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
妥
当
で
は
な
い
。
政
府
は
、
②
の
要
件
を
、

特
例
承
認
が
申
請
さ
れ
て
い
る
未
承
認
薬
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
国
民
の
生
命
身
体
を
保
護
す
る
利
点
が
、
当
該
未
承



 

４ 

 

認
薬
の
潜
在
的
な
危
険
を
上
回
る
と
判
断
で
き
る
場
合
と
い
う
よ
う
な
要
件
へ
の
変
更
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
如

何
。 

三 

薬
事
行
政
の
透
明
化
に
つ
い
て 

 
 

「
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
医
薬
品
第
二
部
会
」
の
審
議
内
容
は
、
企
業
の
知
的
財
産
等
が
開
示
さ
れ
、
特
定
の
者
に
不

当
な
利
益
も
し
く
は
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
非
公
開
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
開
示
が
不
適
当
と
さ
れ

る
箇
所
は
理
由
を
付
し
て
黒
塗
り
と
し
、
原
則
公
開
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


